
                             

令和７年１２月１日 

㈱ キ ム ラ 商 品 券 等 に 関 する  
還 付 手 続 に つ い て 

（お知らせ） 
                                

                                山形地方法務局 

株式会社キムラ発行の商品券等の還付手続にかかる支払証明書が、東北財務

局から債権者の皆様宛てに１１月２８日付けで郵送されました。 

これにより、債権者の皆様は、配当金（還付金）の払渡請求が可能となります。

還付の手続きにつきましては、自宅でできる簡単・安心な郵送請求をお願いしま

す。 

なお、供託金払渡請求書については、記載例をご確認の上、記入もれのないよ

うにお願いします。 

配当金（還付金）は、供託金払渡請求書受付後、審査の上、請求書にご記入いた

だいた口座へ振り込みます（現金でのお支払いはできませんのでご了承くださ

い。）。 

ご不明な点がありましたら、以下のお問合せ先に、お問い合わせください。 

 

(株)キムラ商品券等に関する還付手続についてのＱ＆Ａ 

 

配当手続に関するお問合せ、証明書に関するお問合せはこちらまで 

  ↓ 

  東北財務局ホームページ 

 

＜お問合せ先＞ 

 山形地方法務局米沢支局 

 専用電話番号 ０７０－９２３０－８４９９（令和８年３月３１日まで） 

   ※上記電話がつながらないときは、以下にお問い合わせください。 

           ０２３－６２５－１６１８(山形地方法務局供託課)  

https://houmukyoku.moj.go.jp/yamagata/page000001_00537.pdf
https://lfb.mof.go.jp/tohoku/rizai/kinsan20250303.html

